
契約担当官陸上自衛隊
中央会計隊契約科長　清田　哲也

  １　件名等
No 数量 単位

　３　参加資格
（１）　令和７・８・９年度の競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品の買受け」A、B、C等級を有する者。
（２）　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の
　　　ために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
（３）　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者。
（４）　下請負者として承認された者は、同一入札に参加することを禁止する。
（５）　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停
　　　止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（６）　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は
　　　製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
（７）　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当すると省指
　　　名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

　４　入札説明会
（１）　一同に会しての入札説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、
　　　事前の日時調整により個別実施するので、下記連絡先（小野）に連絡すること。
　　　現場確認可能期間：令和８年５月１２日（火）～令和８年６月５日（金）土日祝を除く
　　　　　　　　　　　　９時００分～１２時００分及び１３時００分～１６時００分
（２）　入札説明会に参加しない者は、現場現物の未確認による紛争防止のため、当該事項に起因する苦情の申立て
　　　を行わないことを同意の上、競争入札に参加すること。

　５　入札執行の日時場所
（１）　入札日時：令和８年６月１２日（金）１０時００分
（２）　入札場所：中央会計隊入札室（Ｅ―１棟　６Ｆ)

　６　保証金等に関する事項
（１）　入札保証金：免除
（２）　契約保証金：免除
（３）　違　約　金：落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の１００分の５以上、契約者が契約を履行しない
　　　　　　　　　　場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

　７　遅延賠償
　　　遅延部分１日につき、契約金額の１０００分の１以上を徴収する。

　８　入札の無効
　　（１）（１）第３項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札。
　　（２）（２）入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札。

（３）電報及び電話による入札。
（４）暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に違反する事態が生じた場合。
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　２　契約条項等を示す場所
　　　陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室（Ｅ１棟６階）
　    中央会計隊ホームページ （https://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html)



　９　落札の決定方式
　　　（１）　総品目総額で予定価格以上の最高価格（消費税込）をもって見積もった者を契約相手方とする。

（２）　リサイクル券は、車両と同時に引き渡すため、入札価格にリサイクル料金を加算した金額を契約金額とする。

１０　契約書の作成
（１）　作成する。
（２）　適用する契約条項　駐屯地用標準契約書
　　　「不用物品売払契約条項」
　　　「中古品の売払いに関する特約条項」
　　　「談合等の不正行為に関する特約条項」
　　　「暴力団排除に関する特約条項」

１１　売払代金の納入期限
 物品引渡しのときまでに納付しなければならない。

１２　物件の引渡期限 
　　  代金を納付した日から原則として５日以内。

１３　売払に関する注意事項
（１）　売払物品の製造メーカー、商品名、型番、取得年、使用履歴、事故歴(なし、修復済み又は未修理)、売払物品を使用
　　　する際に支障がある機能上の欠落等は、添付書類のとおり。
（２）　売払物品の引取り、保管、整備、使用等に際して発生する一切の費用は、買受人の負担とする。
（３）　売払物品の引取りに際しては事故防止に留意するとともに、事故発生の場合は全て買受人の責任において処理する。
（４）　売払物品は現状渡しであり、契約締結後、防衛省は物品に対して一切の責任を負わない。
　　　また、買受人は当該物品に不具合、隠れたる瑕疵(かし)等を発見しても、契約代金の減免、損害賠償の請求又は契約
　　　の解除をすることができない。
（５）　売払物品の使用等に際して必要となる法令上の各種手続は、買受人の責任において行う。
（６）　売払物品の車両への積載は契約相手方が実施するものとする。

１４　所有権移転の時期
 当該物件代金納入を済ませ、引渡しが完了したとき。

１５　その他
（１）　入札に参加希望者は、令和８年６月１０日（水）１２時００分までに「資格審査結果通知書（写）」及び「参考見積書」
　　　を提出すること。
（１）　現場確認をしなかった事によって生じる不利益は乙の負担とする。
（２）　入札及び契約に関する詳細は、「入札及び契約心得」を閲覧されたい。
　　　郵便による入札は、あらかじめ担当者に連絡の上、入札開始日の前日17時00分（前日が休日又は休養日の
　　　場合は、その前日）担当者必着分までを有効とする。
（３）　代理による入札者は、入札までに委任状を提出すること。
（４）　不明事項等の問い合わせ先：中央会計隊契約科第2契約班　前原
　　　ＴＥＬ03-3268-3111（内線47566）　　ＦＡＸ03-5269-5135（直通）
　　　（rikuzi2-cfin@inet.gsdf.mod.go.jp）
（５）　売払内容等の問い合わせ先：中央業務支援隊管理部車両科　小野
　　　ＴＥＬ03-3268-3111（内線47113）






































